東近江市介護保険事故報告に係る取扱要綱

（趣旨）

第１条　この告示は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)その他厚生省令に規定する事故発生時における東近江市（以下「市」という。）への連絡について、速やかかつ正確な連絡及び報告が行われるよう、その取扱いを定めるものとする。

（対象となる事業者及びサービス）

第２条　報告の対象となる介護サービスは、介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者(以下「事業者」という。)が行う介護保険適用サービス（以下「介護サービス」という。）とする。

（事故の範囲）

第３条　事業者が市へ報告する事故の範囲は、次に掲げるとおりとする。この場合において、第１号から第３号までについては、事業者の責任及び過失の有無に関わらず報告するものとする。

（1） 介護サービス利用者（以下「利用者」という。）に対する介護サービス（送迎及び通

院等を含む。以下同じ。）の提供により発生した死亡又は外傷、誤えん、異食、誤与薬等のうち医療機関において治療（施設内における医療処置を含む。）若しくは入院を必要とする事故。ただし、擦過傷、打撲等比較的軽易なものを除く。

（２）介護サービスの提供により、利用者の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠

償責任が発生し、又は発生するおそれのある事故

（3） 利用者のうちから感染症（結核及び疥癬並びに感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）に規定する１類感染症から５類感染症まで、指定感染症及び新感染症をいう。）又は食中毒の患者が発生し、他の利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故　

（４）従業員の法令違反及び不祥事等により、利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故

（５）その他特に市及び他の介護保険保険者が必要と認める事故 

（対象者等）

第４条　事故報告は、事故に関係する利用者が市内に在住（住所地特例により市の被保険者である者を含む。）する場合及び施設サービスを提供する施設が市内に所在する場合に行うものとする。 

（報告項目）

第５条　事業者が報告する項目は、次に掲げるとおりとする。

（１）事業所の所在地、名称、代表者名、サービス提供責任者及び電話番号

（２）利用者の氏名、住所、要介護度、被保険者番号及び年齢

（３）事故の概要及び発生時の対応

（４）家族、関係機関等への連絡

（５）事故後の対応

（報告手順）

第６条　事業者は、事故発生時の第一報として前条第１号から第４号までの項目を記載した介護保険事故報告書（別記様式。次項において「報告書」という。）により、当該利用者の住所地を管轄する支所福祉課又は長寿福祉課（当該利用者の住所地が市外の場合には、長寿福祉課）へ速やかに報告するものとする。

２　事業者は、当該事故対応が終了したときは、前項の報告書に前条第５号の項目を追記して、遅滞なく支所福祉課又は長寿福祉課へ報告するものとする。 

（保険者の対応等）

第７条
　保険者は、事業者からの事故報告に基づき、速やかに事故の状況把握等を行うとともに、関係各課が連携し、必要に応じて事業者に資料の提出を求め、又は調査若しくは指導を行うものとする。

（その他）

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附　則

この告示は、平成１８年５月１日から施行する。

別記様式（第６条関係）

介護保険事故報告書
※いずれかにチェック
□事故発生時報告          年　　月　　日
□事故後報告  　　        年　　月　　日
　　東近江市長　様
報告者

事業所所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業所代表者　職・氏名　　　　　　　　印　　　　　サービス提供責任者　氏名　　　　　　　印　

	利用者
	氏　　名
	(ﾌﾘｶﾞﾅ)
	要介護度
	

	
	
	
	被保険者番号
	

	
	住　　所
	
	年齢
	                 　 歳

	事故の
概　要
	発生日時
	　　　　　年　　月　　日（　　）        　　 時　　分頃

	
	発生場所
	

	
	第一発見者
	

	
	事故の内容
	

	発生時
の対応
	現場での
対　　応
	

	
	医療機関
受診有無
	 □有   □無
　(いずれかにチェック)
	受診した
医療機関
	           対応医（　　　　　　）

	
	医療機関
での治療
（処置）
	


	家族・関
係機関等
への連絡

	連絡した家族等　氏名・利用者との関係　（緊急連絡先確認）

	
	□氏名・利用者との関係
 　      電話番号
	□氏名・利用者との関係
           電話番号

	
	□特記事項（説明内容・相手の反応等）
	□特記事項（説明内容・相手の反応等）

	
	他に連絡した関係機関

	
	□関係機関名
担当者：　　　　　電話
	□関係機関名
担当者：            電話

	事故後
の対応
	利用者の現況
	

	
	
	

	
	

	
	再発防止に向けた検討課程・今後の対応等
	

	
	
	

	
	

	
	損害賠償等の状況
	

	
	
	

	
	








